
放
課
後
子
供
教
室

 
（
文
部
科
学
省
）

 

地
域
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

 

大
学
生
・企

業
O

B
、
地
域
の
高
齢
者
、
民
間
教
育
事
業
者
、

 
文
化
・芸

術
団
体
等
の
様
々
な
人
材

 

教
育
活
動
推
進
員

 
教
育
活
動
サ
ポ
ー
タ
ー

 

（学
習
支
援
や
多
様
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
、
安
全
管
理
）

 

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

 
（厚

生
労
働
省
）

 

女
性
の
活
躍
推
進
の
た
め
に
は
、
共
働
き
家
庭
等
の
「
小
１
の
壁
」
を
打
破
す
る
と
と
も
に
、
次
代
を
担
う
人
材
を
育
成
す
る

た
め
、
全
て
の
就
学
児
童
が
放
課
後
を
安
心
・
安
全
に
過
ご
し
、
多
様
な
体
験
・
活
動
が
で
き
る
よ
う
、
厚
生
労
働
省
と
連

携
し
て
総
合
的
な
放
課
後
対
策
に
取
り
組
む
こ
と
が
必
要

 

『
放
課
後
子
ど
も
総
合
プ
ラ
ン
』

 
と
し
て
、
実
施

（
H

2
6

.7
月
策
定
）

 

 
 
・余

裕
教
室
等
の
利
用
促
進

 
 

 
・学

校
敷
地
内
の
専
用
施
設
を
利
用

 
 

 
・体

育
館
な
ど
の
一
時
利
用
の
促
進

 

多
様
な

 
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
提
供

 

国
 

  
  

  
 1

/
3
 

都
道
府
県

  
1
/
3
 

市
町
村

  
1
/
3
 

【
補
助
率
】
 

取
組
の
企
画
、
担
い
手
確
保
、
全
体
調
整

 
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
登
録
し
て
い
る
児
童
の
参
加
を
促
進

 

双
方
で
情
報
共
有

 
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
指
導
員

 

【
共
通
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
】

 
○
室
内
で
の
活
動

 
 
・
学
習
支
援
（宿

題
の
指
導
、
予
習
・復
習
、
補
充
学
習
等
） 

 
・多

様
な
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
（実
験
・工
作
教
室
、
英
会
話
、
文
化
・芸
術
教
室
等
） 

○
校
庭
・体

育
館
で
の
活
動

 
 
ス
ポ
ー
ツ
活
動
（野

球
、
サ
ッ
カ
ー
、
一
輪
車
）な
ど

 

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に

 
参
加
し
て
い
る
子
供
が

 
放
課
後
子
供
教
室
の
共
通

 
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加

 

連
携

 
協
働

 

小
学
校
な
ど

 
参
画

 

①
地
域
と
学
校
の
連
携
・協

働
に
よ
る
全
て
の
子
供
た
ち
を
対
象
と
し
た

 
 

 
 学
習
支
援
・プ
ロ
グ
ラ
ム
の
充
実

 

②
一
体
型
ま
た
は
連
携
型
の
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
・放

課
後
子
供
教
室

 

 
 
を
計
画
的
に
整
備
（一

体
型
の
取
組
を
推
進
）
 

平
成

3
1
年
度
末
ま
で
の
目
標
数

 

【
H

2
7
年
度
】

1
4
,0

0
0
か
所

 

【
H

3
1
年
度
】

2
0
,0

0
0
か
所

 
約
半
数
は
放
課
後

 

児
童
ク
ラ
ブ
と
一
体
型

 
【
H

2
8
年
度
】

1
5
,5

0
0
か
所

 

＜
学
校
区
毎
の
協
議
会
な
ど
で
取
組
を
促
進
＞

 

放
課
後
子
供
教
室

 
 

 
 

 
 

平
成

2
8
年
度
予
定
額
：5

,2
4
6
百
万
円
の
内
数

 

（
前
年
度
予
算
額

 
5
,0

7
9
百
万
円
の
内
数
）
 

 

学
校
・家

庭
・地

域
の
連
携
協
力
推
進
事
業
の
一
部
で
実
施

 
 

～
放
課
後
子
ど
も
総
合
プ
ラ
ン
の
推
進
～
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○
ク
ラ
ブ
数

 
 

 
２
２
，
６
０
８
か
所

 
 

 
（
参
考
：
全
国
の
小
学
校

2
0,

1
13
校
）
 

○
支
援
の
単
位
数

 
 

 
  
２
６
，
５
２
８
単
位
（平

成
27
年
よ
り
調
査
）
 

○
登
録
児
童
数

 
 

 
１
，
０
２
４
，
６
３
５
人

 
○
利
用
で
き
な
か
っ
た
児
童
数
（待

機
児
童
数
） 
１
６
，
９
４
１
人

 
 

 
〔
利
用
で
き
な
か
っ
た
児
童
が
い
る
ク
ラ
ブ
数

 
2
,4

5
4
か
所
〕
 

【
事
業
の
内
容
、
目
的
】 

【
現
状
】
（ク
ラ
ブ
数
、
支
援
の
単
位
数
及
び
児
童
数
は
平
成
２
７
年
５
月
現
在
）
 

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
概
要

 
共
働
き
家
庭
な
ど
留
守
家
庭
の
小
学
校
に
就
学
し
て
い
る
児
童
に
対
し
て
、
学
校
の
余
裕
教
室
や
児
童
館
、
公
民
館
な
ど
で
、
放
課
後
等
に
適
切

な
遊
び
及
び
生
活
の
場
を
与
え
て
、
そ
の
健
全
な
育
成
を
図
る

 
 
（
平
成
９
年
の
児
童
福
祉
法
改
正
に
よ
り
法
定
化
〈児

童
福
祉
法
第
６
条
の
３
第
２
項
〉：
平
成

10
年
４
月
施
行
） 

 
※
平
成

24
年
の
児
童
福
祉
法
改
正
に
よ
り
、
対
象
年
齢
を
「お
お
む
ね

10
歳
未
満
」か

ら
「小

学
校
に
就
学
し
て
い
る
」児

童
と
し
た
（平

成
27
年
４
月
施
行
） 

【
今
後
の
展
開
】
 

○
「
放
課
後
子
ど
も
総
合
プ
ラ
ン
」（
平
成
２
６
年
７
月
３
１
日
文
部
科
学
省
と
共

同
で
策
定
）
 

 
⇒
国
全
体
の
目
標
と
し
て
、
平
成
３
１
年
度
末
ま
で
に
、

 
 

 ・
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て
､約
３
０
万
人
分
の
受
け
皿
を
新
た
に
整
備

 
 

 ・
全
小
学
校
区
（約

２
万
か
所
）
で
一
体
的
に
又
は
連
携
し
て
実
施
し
、

 
 

 
う
ち
１
万
か
所
以
上
を
一
体
型
で
実
施
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9
人
以
下

7
0

5
支
援
の
単
位

（
2

.7
%
）

1
0
～

1
9
人

2
,1

9
1
支
援
の
単
位

(8
.3

%
)

2
0
～

3
5
人

8
,7

9
1
支
援
の
単
位

(3
3

.1
%

)
3

6
～

4
5
人

7
,0

8
4
支
援
の
単
位

(2
6

.7
%

)

4
6
～

5
5
人

3
,8

1
3
支
援
の
単
位

(1
4

.4
%

)

5
6
～

7
0
人

2
,6

2
5
支
援
の
単
位

(9
.9

%
)

7
1
人
以
上

1
,3

1
9
支
援
の
単
位

(5
.0

%
)

1
7

:0
0
ま
で

2
5

5
か
所

(1
.1

%
)

1
7

:0
1
～

1
8

:0
0

6
,2

9
5
か
所

(2
7

.9
%

)

1
8

:0
1
～

1
8

:3
0

5
,2

9
1
か
所

(2
3

.4
%

)

1
8

:3
1
～

1
9

:0
0

9
,2

4
4
か
所

（
4

0
.9

%
）

1
9

:0
1
以
降

1
,5

1
5
か
所

(6
.7

%
)

1
7

:0
0
ま
で

1
,4

4
5
か
所

(9
%

)

1
7

:0
1
～

1
8:

0
0

9
,0

2
8
か
所

(5
4

%
)

1
8

:0
1
～

1
9:

0
0

5
,7

4
2
か
所

(3
4

%
)

1
9

:0
1
以
降

4
7

0
か
所
（

3
%
）

9
人
以
下

5
8

6
か
所
（

3
%
） 1

0
～

1
9
人

1
,9

9
2
か
所

(1
2

%
)

2
0
～

3
5
人

4
,3

5
9
か
所

(2
6

%
)

3
6
～

7
0
人

7
,3

0
0
か
所

(4
4

%
)

7
1
人
以
上

2
,4

4
8
か
所

(1
5

%
)

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
現
状
①

 
○
登
録
児
童
数
の
規
模
別
の
状
況

 

登
録
児
童
数
の
人
数
規
模
別
で
み
る
と
、
４
５
人
ま
で
の

支
援
の
単
位
が
全
体
の
約
７
１
％
を
占
め
る
。

 

○
終
了
時
刻
の
状
況
（
平
日
）
 

１
８
時
半
を
超
え
て
開
所
し
て
い
る
ク
ラ
ブ
が
全
体
の
約

４
８
％
を
占
め
る
。

 

○
設
置
場
所
の
状
況

 

設
置
場
所
で
は
、
学
校
の
余
裕
教
室
が
約
２
９
％
、
学
校

敷
地
内
の
専
用
施
設
が
約
２
４
％
と
小
学
校
内
で
の
合

計
が
約
５
３
％
、
児
童
館
が
約
１
２
％
で
あ
り
、
こ
れ
ら
で

全
体
の
約
６
５
％
を
占
め
る
。

 

○
学
年
別
登
録
児
童
数
の
状
況

 

小
学
校
１
年
生
か
ら
３
年
生
ま
で
で
全
体
の
約
８
５
％

 

を
占
め
る
。

 

※
平
成
２
７
年
５
月
１
日
現
在
（
育
成
環
境
課
調
）
 

（
平
成
２
７
年
１
０
月
１
日
以
降
総
務
課
少
子
化
総
合
対
策
室
調
） 

（参
考
）１
９
年

 
（参

考
）１
９
年

 

学
校

余
裕
教
室

4,
75

9か
所

(2
9%

)

学
校

敷
地
内

3,
04

7か
所

(1
8%

)

児
童
館

2,
59

5か
所

(1
6%

)

公
的
施
設
等

2,
59

2か
所

(1
5%

)そ
の
他

3,
69

2か
所

(2
2%

)

（参
考
）１
９
年

 

１
年
生

2
7
万
人

(3
6

%
)

２
年
生

2
4
万
人

(3
1

%
)

３
年
生

1
7
万
人

(2
3

%
)

４
年
生

以
上
他

7
万
人

(1
0

%
)

（参
考
）１
９
年

 

※
1
9
年
調
査
で
は
、

3
6
人
～

7
0
人
の

 

 
 
内
訳
は
把
握
し
て
い
な
い
。

 

※
1
9
年
調
査
は
、
ク
ラ
ブ
単
位
の
数

 

学
校

余
裕
教
室

6
,6

0
4
か
所

(2
9

.2
%

)

学
校

敷
地
内

5
,4

0
7
か
所

(2
3

.9
%

)

児
童
館

2
,6

7
2
か
所

(1
1

.8
%

)

公
的
施
設

等

3
,2

3
4
か
所

(1
4

.3
%

)そ
の
他

4
,6

9
1
か
所

(2
0

.8
%

)
１
年
生

3
4

.6
万
人

(3
3

.8
%

)

２
年
生

3
0

.1
万
人

(2
9

.4
%

)

３
年
生

2
2

.6
万
人

(2
2

.0
%

)

４
年
生

9
.3
万
人

(9
.1

%
)

５
年
生

3
.8
万
人

(3
.7

%
)

６
年
生

2
.0
万
人

(1
.9

%
)

そ
の
他

0
.0

7
万
人

(0
.１

%
)

※
1
9
年
調
査
で
は
、
４
年
生
以
上
の
内

訳
は
把
握
し
て
い
な
い
。
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公
立
公
営

8
,6

3
1
か
所

(3
8

.2
%

)
公
立
民
営

9
,8

6
5
か
所

(4
3

.6
%

)

民
立
民
営

4
,1

1
2
か
所
（

1
8

.2
%
）

社
会
福
祉
法
人

3
,1

2
4
か
所
（1

3
.8
％
）

N
P

O
法
人

1
,1

6
5
か
所
（

5.
2％
）

運
営
委
員
会
・
保
護
者
会

3
,5

5
5
か
所
（1

5.
7％
）

そ
の
他

2
,0

2
1
か
所
（8

.9
％
）

社
会
福
祉
法
人

1
,3

3
3
か
所
（5

.9
％
）

N
P

O
法
人

5
7

6
か
所
（

2.
5％
）

運
営
委
員
会
・
保
護
者
会

1
,4

4
4
か
所
（6

.4
％
）

そ
の
他

7
5

9
か
所
（

3
.4
％
）

公
立
公
営

7
,4

0
9
か
所

(4
4

.4
%

)
公
立
民
営

6
,8

0
9
か
所

(4
0

.8
%

)

民
立
民
営

2
,4

6
7
か
所

（
1

4
.8

%
）

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
現
状
②

 
○
設
置
・
運
営
主
体
別
実
施
状
況

 

設
置
・
運
営
主
体
別
実
施
状
況
で
み
る
と
、
公
設
公
営

と
公
設
民
営
の
ク
ラ
ブ
が
全
体
の
約
８
２
％
を
占
め
る
。
 

○
待
機
児
童
数
の
学
年
別
の
状
況

 

小
学
校
１
年
生
か
ら
３
年
生
ま
で
で
全
体
の
約
６
３
％
を

占
め
る
。
ま
た
、
小
学
４
年
生
が
約
２
８
％
を
占
め
る
。
 

※
平
成
２
７
年
５
月
１
日
現
在
（
育
成
環
境
課
調
）
 

（
平
成
２
７
年
１
０
月
１
日
以
降
総
務
課
少
子
化
総
合
対
策
室
調
）
 

（参
考
）１
９
年

 

１
年
生

3
,7

3
0
人

(2
6

.6
%

)

２
年
生

2
,9

8
9
人

(2
1

.3
%

)

３
年
生

4
,9

3
0
人

(3
5

.1
%

)

４
年
生

以
上
他

2
,3

8
0
人

(1
7

.0
%

)

（参
考
）１
９
年

 

１
年
生

3
,3

3
9
人

(1
9

.7
%

) ２
年
生

2
,7

5
7
人

(1
6

.3
%

)

３
年
生

4
,6

0
4
人

(2
7

.2
%

)

４
年
生

4
,7

5
2
人

(2
8

.1
%

)

５
年
生

1
,1

1
6
人

(6
.6

%
)

６
年
生

3
6

5
人

(2
.2

%
)

そ
の
他

８
人

(0
.0

%
)

※
1
9
年
調
査
で
は
、
民
営
の
内
訳
は

把
握
し
て
い
な
い
。

 

※
1
9
年
調
査
で
は
、
４
年
生
以
上
の
内

訳
は
把
握
し
て
い
な
い
。
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放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
関
係

 
平
成

2
7
年
度
補
正
予
算
（案

）及
び
平
成

2
8
年
度
予
算
（案

）の
概
要

 

 ○
 
「
放
課
後
子
ど
も
総
合
プ
ラ
ン
」
（
平
成

2
6
年
７
月

3
1
日
文
部
科
学
省
と
共
同
で
策
定
）
に
基
づ
き
、
平
成

3
1
年
度
末
ま
で
に
約

3
0
万
人
分
の
受
け
皿
を
整
備
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
「
量
的
拡
充
」
の
た
め
の
支
援
策
を
平
成

2
7
年
度
に
引
き
続
き
強
化
す
る

た
め
、
各
種
新
規
メ
ニ
ュ
ー
を
盛
り
込
み
、
待
機
児
童
が
多
く
存
在
す
る
市
町
村
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
の
前
倒
し

実
施
を
含
め
、
受
入
児
童
数
の
更
な
る
拡
大
を
促
し
、
待
機
児
童
の
解
消
に
向
け
た
取
組
の
よ
り
一
層
の
強
化
を
図
る
よ
う
、

市
町
村
へ
の
支
援
の
充
実
を
図
る
。

 
 ○

 
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
関
係
予
算

 
５
８
２
．
７
億
円
（
５
７
５
．
０
億
円
）
 

 
 

 
・
 
受
入
児
童
数
の
拡
大

 
 

 
1
,1

0
5
,6

5
6
人
（
平
成

2
7
年
度
）
 
→

 
1
,1

3
8
,8

0
1
人
（
平
成

2
8
年
度
）
［
約

3
.3
万
人
増
］
 

9
3
.6
万
人

 
（実

績
） 

平
成

2
6
年
度

 
2
7
年
度

 
3
1
年
度

 
・ 
・ 
・ 
・ 

 
1
1
0
.6
万
人

 
（予

算
） 

 
1
2
1
.7
万
人

 
  

約
3
0
万
人
分

 

市
町
村
子
ど
も
・子

育
て
支
援
事
業
計
画
の
期
間
（平

成
27
～

31
年
度
） 

11
3.
9万
人

 
（
予
算
）
 

2
8
年
度

 

約
3
.3
万
人
分

 

（
参
考
）
 

（※
）平

成
31
年
度
の
数
値
は
、
潜
在
ニ
ー
ズ
も
含
め
た
利
用
ニ
ー
ズ
（「
量
の
見
込
み
」）
の
全
国
集
計
値
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SASADA NORIAKI
テキスト ボックス
資料２３



１
．
運
営
費
等

 
４
４
６
．
０
億
円
（４
３
１
．
７
億
円
）
 

 
（
１
）
量
的
拡
充
（
「
放
課
後
子
ど
も
総
合
プ
ラ
ン
」
に
よ
る
量
的
拡
充
の
た
め
の
市
町
村
へ
の
支
援
策
の
充
実
）
 

 
 
①

 
放
課
後
子
ど
も
環
境
整
備
事
業
の
充
実

 
 

  
 
ア

 
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
設
置
促
進
事
業
の
充
実
【
拡
充
】
 

 
 

  
 
（
ア
）
事
業
内
容

 
 
 

 
  

 
 
 
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
設
置
促
進
事
業
（小
学
校
の
余
裕
教
室
や
民
家
・ア
パ
ー
ト等
の
既
存
施
設
の
改
修
、
設
備
の
整
備
・修
繕
及
び

 
 
 

 
  

 
 
備
品
の
購
入
を
行
う
事
業
）の
国
庫
補
助
基
準
額
の
引
上
げ
を
行
う
。
 

 
 

  
（
イ
）補
助
基
準
額
（
案
）：
１
２
，
０
０
０
千
円
（７
，
０
０
０
千
円
） 

  
 

  
イ

 
一
体
型
の
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
・放

課
後
子
供
教
室
の
強
力
な
推
進
【
継
続
】
 

 
 

 
 

 （
ア
）
事
業
内
容

 
 
 

 
 

 
 

 
 小
学
校
の
余
裕
教
室
を
改
修
等
し
て
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を
設
置
す
る
と
と
も
に
放
課
後
子
供
教
室
と
一
体
的
に
実
施
す
る
場
合
に

 
 
 

 
 

 
 

 は
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
設
置
促
進
費
及
び
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
環
境
改
善
費
に
加
え
て
、
一
体
的
に
実
施
す
る
際
に
必
要
と
な
る
設

 
 
 

 
 

 
 

 備
の
整
備
・
修
繕
及
び
備
品
の
購
入
に
係
る
経
費
の
上
乗
せ
補
助
を
行
う
。

 
 
 

 
 

 
 

 
［
（
※
）
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
に
基
づ
く
市
町
村
行
動
計
画
へ
の
一
体
型
の
目
標
事
業
量
等
の
記
載
を
補
助
要
件
と
す
る
。
］
 

 
 
  
（
イ
）補
助
基
準
（
加
算
）額
（案
）：
１
，
０
０
０
千
円

 
  

  
 
ウ

 
幼
稚
園
・
認
定
こ
ど
も
園
等
の
活
用
の
促
進
【
継
続
】
 

 
 

 
 

 （
ア
）
事
業
内
容

 
 
 

 
 

  
 
 
幼
稚
園
、
認
定
こ
ど
も
園
等
を
活
用
し
て
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
設
置
促
進
を
図
る
た
め
に
必
要
と
な
る
小
学
生
向
け
の
遊
具
等
を
購

 
  
  
 

 
  

 
入
等
す
る
た
め
の
環
境
改
善
経
費
（設
備
の
整
備
・
修
繕
及
び
備
品
の
購
入
）の
補
助
を
行
う
。

 
 
 

 
 

 
 

 
［
（
※
）
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
に
基
づ
く
市
町
村
行
動
計
画
へ
の
一
体
型
の
目
標
事
業
量
等
の
記
載
を
補
助
要
件
と
す
る
。
］
 

 
 
  
（
イ
）
補
助
基
準
額
（
案
）
：５
，
０
０
０
千
円

 
 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付
金
：内

閣
府
予
算
に
計
上
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②

 
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
支
援
事
業

 
 

  
ア

 
賃
借
料
補
助
【
継
続
】
 

 
 

 
 （
ア
）
事
業
内
容

 
 
 

 
 

  
 
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
お
け
る
待
機
児
童
の
解
消
を
図
る
た
め
の
措
置
と
し
て
、
待
機
児
童
が
存
在
し
て
い
る
地
域
等
に
お
い
て
、
学
校

 
 
 

 
 

 
 敷
地
外
の
民
家
・
ア
パ
ー
ト
等
を
活
用
し
て
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を
平
成

2
7
年
度
以
降
に
新
た
に
運
営
す
る
た
め
に
必
要
な
賃
借
料
の

 
 
 

 
 

 
 補
助
を
行
う
。

 
 
 

 
 

 
 ［
（
※
）
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
に
基
づ
く
市
町
村
行
動
計
画
へ
の
一
体
型
の
目
標
事
業
量
等
の
記
載
を
補
助
要
件
と
す
る
。
］ 

 
 

 
 （
イ
）
補
助
基
準
額
（
案
）
：３
，
０
５
２
千
円
（３
，
０
８
０
千
円
） 

  
 
イ

 
移
転
関
連
費
用
補
助
【
新
規
】
 

 
 

 
 （
ア
）
事
業
内
容

 
 
 

 
  

 
 
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
お
け
る
待
機
児
童
の
解
消
を
図
る
た
め
の
措
置
と
し
て
、
待
機
児
童
が
存
在
し
て
い
る
地
域
等
に
お
い
て
、
学
校

 
 
 

 
  

 
敷
地
外
の
民
家
・
ア
パ
ー
ト
等
か
ら
、
よ
り
広
い
場
所
に
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を
移
転
し
て
、
受
入
児
童
数
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
そ

 
 
 

 
 

 
 の
移
転
に
係
る
経
費
の
補
助
を
行
う
。
 
 

 
 

 

 
 

  
（
イ
）
補
助
基
準
額
（
案
）：
２
，
５
０
０
千
円
［
１
支
援
の
単
位
当
た
り
年
額
］ 

  
 
ウ

 
土
地
借
料
補
助
【
新
規
】
 

 
 

 
 （
ア
）
事
業
内
容

 
 
 

 
 

 
  
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
お
け
る
待
機
児
童
の
解
消
を
図
る
た
め
の
措
置
と
し
て
、
待
機
児
童
が
存
在
し
て
い
る
地
域
等
に
お
い
て
、
学
校

 
 
 

 
  

 
敷
地
外
の
土
地
を
活
用
し
て
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を
設
置
す
る
際
に
必
要
な
土
地
借
料
へ
の
補
助
を
行
う
。
 
 

 
 

 

 
  

 （
イ
）
補
助
基
準
額
（
案
）：
６
，
１
０
０
千
円
［１
支
援
の
単
位
当
た
り
年
額
］ 

 
 

  
（
ウ
）
補
助
対
象
：
施
設
整
備
費
の
対
象
と
な
る
市
町
村
、
社
会
福
祉
法
人
、
学
校
法
人
、
公
益
法
人
以
外
の
民
間
団
体
等

 
  
③

 
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
送
迎
支
援
事
業
【
継
続
】
 

 
  
（
ア
）
事
業
内
容

 
 
 

 
 

  
授
業
終
了
後
に
学
校
敷
地
外
の
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
移
動
す
る
際
に
、
子
ど
も
の
安
全
・
安
心
を
確
保
す
る
た
め
、
地
域
に
お
い
て

 
 
 

 
 

 子
ど
も
の
健
全
育
成
等
に
関
心
を
持
つ
高
齢
者
や
主
婦
等
の
活
用
等
に
よ
る
送
迎
支
援
を
行
う
た
め
に
必
要
な
経
費
の
補
助
を
行
う
。
 

 
  
（
イ
）
補
助
基
準
額
（
案
）
：４
５
４
千
円
（
４
３
５
千
円
）
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（
２
）
質
の
向
上

 

 
 
①

 
放
課
後
児
童
支
援
員
等
処
遇
改
善
等
事
業
【
継
続
】
 

 
 

 
（
ア
）
事
業
内
容

 
 
 

 
 

 
 
保
育
所
と
の
開
所
時
間
の
乖
離
を
縮
小
し
、
保
育
の
利
用
者
が
就
学
後
も
引
き
続
き
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を
円
滑
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
、
 

 
 

 
 

 
1
8
時
半
を
超
え
て
開
所
す
る
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
お
い
て
、
 

 
 

 
 

 
 
（
ⅰ
）
家
庭
、
学
校
等
と
の
連
絡
及
び
情
報
交
換
等
に
主
担
当
と
し
て
従
事
す
る
者
を
配
置
す
る
場
合
に
、
非
常
勤
職
員
１
名
分
の
賃
金

 
 
 

 
 

 
 

 
 
改
善
経
費
の
上
乗
せ

 
 
 

 
 

 
 
（
ⅱ
）
ま
た
は
、
（
ⅰ
）
に
加
え
、
地
域
と
の
連
携
、
協
力
等
に
主
担
当
と
し
て
従
事
す
る
常
勤
職
員
を
配
置
す
る
場
合
に
、
そ
の
賃
金
改
善

 
 
 

 
 

 
 

 
 
経
費
を
含
む
当
該
常
勤
職
員
を
配
置
す
る
た
め
の
経
費
の
上
乗
せ

 
 
 

 
 

 
を
行
う
た
め
に
必
要
な
経
費
の
補
助
を
行
う
。
 

 
 

 
（
イ
）
補
助
基
準
額
（
案
）：
（
ⅰ
）
１
，
５
８
１
千
円
（１
，
５
３
９
千
円
） 
（
ⅱ
）
２
，
９
３
２
千
円
（２
，
８
３
１
千
円
）
 

  
 
②

 
障
害
児
受
入
強
化
推
進
事
業
【
継
続
】
 

 
 

 
（
ア
）
事
業
内
容

 
 
 

 
 

 
 
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
で
障
害
児
の
受
入
れ
を
行
う
場
合
、
受
け
入
れ
る
障
害
児
数
に
関
わ
ら
ず
職
員
を
１
名
加
配
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

 
 
 

 
 

 
が
、
障
害
児
５
人
以
上
の
受
入
れ
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
加
配
職
員
１
名
に
追
加
し
て
更
に
１
名
を
配
置
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
の

 
 
 

 
 

 
補
助
を
行
う
。

 

 
 

 
（
イ
）
補
助
基
準
額
（
案
）：
１
，
７
４
８
千
円
（
１
，
７
１
２
千
円
）
 

  
 
③

 
小
規
模
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
事
業
【
継
続
】
 

 
 

 
（
ア
）
事
業
内
容

 
 
 

 
 

 
 
「
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」で
は
、
放
課
後
児
童
支
援
員
等
の
２
人
以
上
の
配
置
を
基
本
と

 
 
 

 
 

 
し
て
い
る
た
め
、

1
9
人
以
下
の
小
規
模
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て
、
複
数
配
置
し
て
運
営
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
必
要
な
経
費
の
補
助
を

 
 
 

 
 

 
行
う
。

 

 
 

 
（
イ
）
補
助
基
準
額
（
案
）：
５
４
４
千
円
（５
３
２
千
円
） 
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２
．
整
備
費

 
１
２
８
．
８
億
円
（１
４
３
．
３
億
円
）
 

 
  

 
（
１
）
創
設
整
備
等
【
継
続
】
 

  
 
  
  

 
市
町
村
が
、
子
ど
も
・子
育
て
支
援
法
に
基
づ
く
市
町
村
子
ど
も
・子
育
て
支
援
事
業
計
画
及
び
「放
課
後
子
ど
も
総
合
プ
ラ
ン
」に
位
置
付

 
 
 

 
 

 
け
た
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
整
備
を
行
う
た
め
の
経
費
に
対
す
る
補
助
を
行
う
。
 
 

 

 
 

 
 

 
①
実
施
主
体
：
市
町
村

 

 
 

 
 

 
②
補
助
対
象
事
業
者
：
市
町
村
、
社
会
福
祉
法
人
、
学
校
法
人
、
公
益
法
人

 

 
 

 
 

 
③
補
助
基
準
額
（
案
）
： 

 
 

 
 

 
  
ア

 
放
課
後
子
ど
も
総
合
プ
ラ
ン
に
基
づ
く
学
校
敷
地
内
で
の
創
設
整
備
の
場
合

 
４
９
，
９
２
８
千
円
（４
８
，
８
５
９
千
円
） 

 
 

 
 

 
 

  
［
（
※
）
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
に
基
づ
く
市
町
村
行
動
計
画
へ
の
一
体
型
の
目
標
事
業
量
等
の
記
載
を
補
助
要
件
と
す
る
。
］
 

 
 
イ

 
上
記
以
外
の
場
合
：
 
２
４
，
９
６
４
千
円
（
２
４
，
４
２
７
千
円
）
 

 
 

 
 

 
④
補
助
率
：
１
／
３
 

    
 
（
２
）
土
地
借
料
補
助
【
新
規
】
 

 
 

 
 

 
  
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
お
け
る
待
機
児
童
の
解
消
を
図
る
た
め
の
措
置
と
し
て
、
待
機
児
童
が
存
在
し
て
い
る
地
域
等
に
お
い
て
、
学
校

 
 
 

 
  

 
敷
地
外
の
土
地
を
活
用
し
て
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を
設
置
す
る
際
に
必
要
な
土
地
借
料
へ
の
補
助
を
行
う
。
 
 

 

 
 

 
 

 
①
実
施
主
体
：
市
町
村

 

  
  
  

 
 ②
補
助
対
象
事
業
者
：
市
町
村
、
社
会
福
祉
法
人
、
学
校
法
人
、
公
益
法
人

 

 
 

 
 

 
③
補
助
基
準
額
（
案
）
：６
，
１
０
０
千
円

 

 
 

 
 

 
④
補
助
率
：
１
／
３
 

 
国
：
１
／
３
、
都
道
府
県
１
／
３
、
市
町
村
１
／
３

 
 
国
：
２
／
９
、
都
道
府
県
２
／
９
、
市
町
村
２
／
９
、
社
会
福
祉
法
人
等
１
／
３
 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
整
備
交
付
金
：内

閣
府
予
算
に
計
上

 

 
国
：
１
／
３
、
都
道
府
県
１
／
３
、
市
町
村
１
／
３

 
 
国
：
２
／
９
、
都
道
府
県
２
／
９
、
市
町
村
２
／
９
、
社
会
福
祉
法
人
等
１
／
３
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 ３
．
そ
の
他
（
放
課
後
児
童
支
援
員
等
研
修
関
係
）
 

 
（
１
）
 
職
員
の
資
質
向
上
・
人
材
確
保
等
研
修
事
業

 
１
５
．
８
億
円
の
内
数
（
１
５
．
７
億
円
の
内
数
）
 

 

 
 
①
放
課
後
児
童
支
援
員
認
定
資
格
研
修
事
業
【
継
続
】
 

 
 

 
（
ア
）
 
事
業
内
容

 
 
 

 
 

 
 
「
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
基
づ
き
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
従
事
す
る
放
課
後
児
童
支
援
員

 
 
 

 
 

 
と
し
て
認
定
さ
れ
る
た
め
に
修
了
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
都
道
府
県
知
事
が
行
う
研
修
（
認
定
資
格
研
修
）を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る

 
 
 

 
 

 
経
費
の
補
助
を
行
う
。

 

 
 

 
（
イ
）
 
実
施
主
体
：
都
道
府
県
（
一
部
委
託
可
） 

 
 

 
（
ウ
）
 
補
助
基
準
額
（案
）：
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
る
額

 （
１
回
当
た
り
９
８
３
千
円
（８
１
０
千
円
）を
目
安
と
し
て
、
予
算
の
範
囲
内
で
必
要
な
経
費
を
補
助
）
 

 
 

 
（
エ
）
 
補
助
率
：
国
１
／
２
、
都
道
府
県
１
／
２
 

 
 

 
（
オ
）
 
そ
の
他
：
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
従
事
し
て
い
る
者
が
認
定
資
格
研
修
を
受
講
す
る
際
の
代
替
職
員
の
雇
上
げ
等
経
費
に
つ
い
て
は
、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 運
営
費
に
計
上

 
  

  
②
放
課
後
児
童
支
援
員
等
資
質
向
上
研
修
事
業
【
継
続
・
拡
充
】
 

 
 

 
（
ア
）
 
事
業
内
容

 
 
 

 
 

 
 
平
成

2
7
年
３
月
に
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
「
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
従
事
す
る
者
の
研
修
体
系
の
整
理
－
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
質
の
向
上

 
 
 

 
 

 
の
た
め
の
研
修
企
画
検
討
会
ま
と
め
－
」
に
お
い
て
、
「放
課
後
児
童
支
援
員
等
の
資
質
の
向
上
を
図
る
た
め
に
は
、
個
々
の
職
員
の
経
験

 
 
 

 
 

 
年
数
や
保
有
資
格
、
ス
キ
ル
に
応
じ
て
、
（略
）計
画
的
に
育
成
し
て
い
く
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
」と
の
指
摘
を
踏
ま
え
、

 
 
 

 
 

 
都
道
府
県
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
現
任
の
従
事
者
向
け
の
研
修
に
つ
い
て
、
平
成

2
8
年
度
に
お
い
て
は
、
初
任
者
研
修
（１
年
～
５
年

 
 
 

 
 

 
未
満
を
目
安
）
と
中
堅
者
研
修
（５
年
以
上
を
目
安
）を
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
の
補
助
を
行
う
。

 

 
 

 
（
イ
）
 
実
施
主
体
：
都
道
府
県
、
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）（
委
託
可
） 

 
 

 
（
ウ
）
 
補
助
基
準
額
（
案
）：
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
る
額

 （
１
か
所
当
た
り
１
，
９
９
２
千
円
（１
，
４
２
４
千
円
）を
目
安
と
し
て
、
予
算
の
範
囲
内
で
必
要
な
経
費

 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
を
補
助
）
 

 
 

 
（
エ
）
 
補
助
率
：
国
１
／
２
、
都
道
府
県
・市
町
村
１
／
２
 

 
 

 
（
オ
）
 
そ
の
他
：
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
従
事
し
て
い
る
者
が
当
該
研
修
を
受
講
す
る
際
の
代
替
職
員
の
雇
上
げ
等
経
費
に
つ
い
て
は
、
運
営

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
費
に
計
上

 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
対
策
推
進
事
業
費
補
助
金
：
厚
生
労
働
省
予
算
に
計
上
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 ４
．
そ
の
他
（
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
お
け
る
勤
務
環
境
の
改
善
）
 
７
．
９
億
円
（平

成
2
7
年
度
補
正
予
算
（
案
）
）
 

 
 ○

 
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
環
境
改
善
整
備
推
進
事
業
（
仮
称
）
【
新
規
】
 

 
 

 
（
ア
）
 
事
業
内
容

 
 
 

 
 

 
 

 
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
お
い
て
は
、
平
成
２
７
年
３
月
に
策
定
さ
れ
た
「放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
指
針
」に
お
い
て
、

 
 
 

 
 

 
 

 
・
子
ど
も
の
育
成
支
援
の
目
標
や
計
画

 
 
 

 
 

 
 

 
・
日
々
の
子
ど
も
の
状
況
や
育
成
支
援
の
内
容
の
記
録

 
 
 

 
 

 
 
な
ど
に
つ
い
て
作
成
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
対
応
に
伴
う
放
課
後
児
童
支
援
員
等
の
負
担
軽
減
を
図
る
た
め
、
パ
ソ
コ

 
 
 

 
 

 
 
ン
や
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
な
ど
の
購
入
に
必
要
な
経
費
の
補
助
を
行
う
。

 

 
 

 
（
イ
）
 
実
施
主
体
：
市
町
村
（
委
託
等
可
）
 

 
 

 
（
ウ
）
 
補
助
基
準
額
（
案
）：
５
０
０
千
円

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
［
１
支
援
の
単
位
当
た
り
年
額
］
 

 
 

 
（
エ
）
 
補
助
率
：
国
３
／
４
、
市
町
村
１
／
４
 

厚
生
労
働
省
予
算
に
計
上

 

 
（
２
）
 
指
導
者
養
成
等
研
修
事
業

 
１
．
３
億
円
の
内
数
（
１
．
３
億
円
の
内
数
）
 

 
 
○
都
道
府
県
認
定
資
格
研
修
講
師
養
成
研
修
【
継
続
】
 

 
 

 
（
ア
）
 
事
業
内
容

 
 
 

 
 

 
 

 都
道
府
県
知
事
が
行
う
研
修
（
認
定
資
格
研
修
）の
講
師
と
な
る
者
を
養
成
す
る
た
め
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
放
課
後
児
童
支
援
員
と

 
 
 

 
 

 
し
て
従
事
す
る
た
め
に
必
要
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
役
割
及
び
育
成
支
援
の
内
容
等
の
共
通
の
理
解
と
そ
れ
を
実
践
す
る
際
の
基
本
的
な

 
 
 

 
 

 
考
え
方
や
心
得
を
共
通
の
認
識
と
し
て
持
ち
、
講
師
と
し
て
の
一
定
の
資
質
及
び
水
準
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
全
国
を
ブ
ロ
ッ
ク
に

 
 
 

 
 

 
分
け
て
本
研
修
を
実
施
す
る
。
 

 
 

 
（
イ
）
 
実
施
主
体
：
国
（
民
間
団
体
に
委
託
し
て
実
施
）
 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
対
策
推
進
事
業
委
託
費

 
：
厚
生
労
働
省
予
算
に
計
上

 

育
成
支
援
計
画
や
子
ど
も
の

日
々
の
記
録
等
に
つ
い
て
デ
ー

タ
上
で
作
成
・管

理
す
る
た
め
の

パ
ソ
コ
ン
や
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
な
ど

の
購
入
を
支
援

 

※
 
本
経
費
に
つ
い
て
は
、
国
に
お
い
て
次
年
度
へ
の
予
算
の

 
 

  
繰
越
手
続
を
行
う
予
定
で
あ
る
た
め
、
市
町
村
に
お
け
る
予

 
 

 算
措
置
は
、
平
成

2
8
年
度
予
算
で
の
対
応
も
可
と
す
る
予

 
 

 定
で
あ
る
。
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※
 
国
庫
補
助
基
準
額
は
児
童
数

3
6
～

4
5
人
を
除
き
、
１
人
ご
と
に
異
な
る
。

 

※
 

1
9
人
以
下
の
国
庫
補
助
基
準
額
に
は
、
質
の
向
上
の
「小

規
模
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
事
業
」（

H
2
7
年
度
：5

3
2
千
円
、

H
2
8
年
度
案
：
5

4
4
千
円
）を
含
む
。

 

平
成

2
7
年
度
と
平
成

2
8
年
度
（
案
）
の
国
庫
補
助
基
準
額
の
比
較

 
（
参
考
１
）
 

1
,4

7
7

,0
0

0
  

2
,2

6
7

,0
0

0
  

1
,5

0
2

,0
0

0
  

2
,3

0
4

,0
0

0
  

0

5
0

0
,0

0
0

1
,0

0
0

,0
0

0

1
,5

0
0

,0
0

0

2
,0

0
0

,0
0

0

2
,5

0
0

,0
0

0

1
～

1
9
人

 
2

0
人
～

 

（
特
例
分
（

2
0

0
～

2
4

9
日
開
所
）
）

 

平
成

2
7
年
度

 

平
成

2
8
年
度

 

1
,5

8
5

,0
0

0
  1

,9
5

6
,0

0
0

  

3
,4

7
2

,0
0

0
  

3
,7

0
6

,0
0

0
  

3
,5

2
6

,0
0

0
  

3
,1

3
6

,0
0

0
  

2
,9

1
7

,0
0

0
  

1
,6

1
3

,0
0

0
  

1
,9

9
1

,0
0

0
  

3
,5

1
4

,5
0

0
  

3
,7

4
4

,0
0

0
  

3
,5

5
5

,0
0

0
  3
,1

4
5

,5
0

0
  

2
,9

1
7

,0
0

0
  

0

5
0

0
,0

0
0

1
,0

0
0

,0
0

0

1
,5

0
0

,0
0

0

2
,0

0
0

,0
0

0

2
,5

0
0

,0
0

0

3
,0

0
0

,0
0

0

3
,5

0
0

,0
0

0

4
,0

0
0

,0
0

0

5
人

 
1

9
人

 
2

7
人

 
3

6
～

4
5
人

 
5

1
人

 
6

4
人

 
7

1
人
～

 

平
成

2
7
年
度

 

平
成

2
8
年
度
（案

）
 

主
な
補
助
単
価
（単

位
：円
）
 

児
童
数

 
開
設
日
数

25
0

日
以
上

 
特
例
分
（
20

0
～

24
9
日
）
 

1
人

 
1,

50
5,

00
0
 

1,
50

2,
00

0
 

5
人

 
1,

61
3,

00
0
 

19
人

 
1,

99
1,

00
0
 

20
人

 
3,

33
6,

00
0
 

2,
30

4,
00

0
 

27
人

 
3,

51
4,

50
0
 

36
～

45
人

 
3,

74
4,

00
0
 

51
人

 
3,

55
5,

00
0
 

64
人

 
3,

14
5,

50
0
 

71
人
～

 
2,

91
7,

00
0
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放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
「支

援
の
単
位
」当

た
り
の
運
営
費
の
内
容

 

平
成

2
8
年
度
（
案
）

 
（

3
6
～

4
5
人
単
価
）

 

基
本
額

 
7

,4
1

2
,0

0
0
円

 
 

事
業
費
ベ
ー
ス
：

 
7

,4
8

8
,0

0
0
円

 
（国

庫
補
助
基
準
額
： 

3
,7

4
4

,0
0

0
円
） 

開
所
日
数
加
算

 
（3

0
,0

0
0
円
×
日
数
）

 

（
参
考
２
）
 

長
時
間
開
所
加
算

 
        

（5
8

5
,0

0
0
円
×

 
年
間
平
均
時
間
数
） 

※
平
日
分

 

（2
6

3
,0

0
0
円
×

 
年
間
平
均
時
間
数
） 

※
長
期
休
暇
等
分

 

平
成

2
7
年
度

 
（

3
6
～

4
5
人
単
価
）

 

事
業
費
ベ
ー
ス
：

 
7

,4
1

2
,0

0
0
円

 
（国

庫
補
助
基
準
額
：

 
3

,7
0

6
,0

0
0
円
）

 

う
ち
人
件
費
相

当
分
：

 
5

,3
2

9
,0

0
0
円

 

う
ち
研
修
関
係

経
費
：

 
7

9
3

,0
0

0
円

 

基
本
額

 
7

,4
8

8
,0

0
0
円

 
 

開
所
日
数
加
算

 
（

3
0

,0
0

0
円
×
日
数
）

 

長
時
間
開
所
加
算

 
        

（
5

9
6

,0
0

0
円
×

 
年
間
平
均
時
間
数
）

 
※
平
日
分

 

（
2

6
8

,0
0

0
円
×

 
年
間
平
均
時
間
数
）

 
※
長
期
休
暇
等
分

 

う
ち
人
件
費
相

当
分
： 

5
,4

4
1

,0
0

0
円

 

う
ち
研
修
関
係

経
費
： 

8
0

4
,0

0
0
円
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平
成
２
７
年
度

 放
課
後
児
童
支
援
員
等
処
遇
改
善
等
事
業
の
実
施
状
況
①

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付
金
事
前
協
議
ベ
ー
ス
）

 

（※
）①

は
、
非
常
勤
を
含
む
職
員
の
賃
金
改
善
に
必
要
な
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
事
業
を
実
施
し
て
い
る
市
町
村

 
 

 
 
②
は
、
常
勤
職
員
を
配
置
す
る
た
め
の
追
加
費
用
（賃

金
改
善
に
必
要
な
費
用
を
含
む
）の

一
部
を
補
助
す
る
事
業
を
実
施
し
て
い
る
市
町
村

 

N
O

 
都
道
府
県

 
実
施

 
市
区
町
村
数

 
（
う
ち
②
実
施
数
）
 

市
区
町
村

 

1
 

北
海
道

 
4
 
（
  
0
）
 

札
幌
市
①

 
函
館
市
①

 
名
寄
市
①

 
帯
広
市
①

 
 

 
 

 
 

 

2
 

青
森
県

 
3
 
（
  
0
）
 

藤
崎
町
①

 
三
戸
町
①

 
新
郷
村
①

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3
 

岩
手
県

 
7
 
（
  
3
）
 

大
船
渡
市
①

 
花
巻
市
①

 
北
上
市
①
②

 
久
慈
市
①
②

 
一
関
市
①

 
陸
前
高
田
市
②

 
滝
沢
市
①

 

4
 

宮
城
県

 
1
 
（
  
0
）
 

仙
台
市
①

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

5
 

秋
田
県

 
1
 
（
  
0
）
 

能
代
市
①

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

6
 

山
形
県

 
1
2
 
（
 1

0
）
 

山
形
市
②

 
米
沢
市
②

 
鶴
岡
市
①
②

 
酒
田
市
①

 
新
庄
市
②

 
寒
河
江
市
②

 
村
山
市
②

 

天
童
市
②

 
東
根
市
②

 
大
江
町
②

 
大
石
田
町
①
②

 
遊
佐
町
①

 
 

 
 

 

7
 

福
島
県

 
2
 
（
  
1
）
 

会
津
若
松
市
①
②

 
い
わ
き
市
①

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

8
 

茨
城
県

 
2
 
（
  
0
）
 

水
戸
市
①

 
古
河
市
①

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

9
 

栃
木
県

 
4
 
（
  
2
）
 

佐
野
市
①

 
日
光
市
①

 
那
須
塩
原
市
①
②

 
野
木
町
②

 
 

 
 

 
 

 

1
0
 

群
馬
県

 
1
0
 
（
  
2
）
 

前
橋
市
②

 
高
崎
市
①

 
伊
勢
崎
市
①

 
太
田
市
①

 
館
林
市
①

 
渋
川
市
①

 
藤
岡
市
①
②

 

富
岡
市
①

 
安
中
市
①

 
邑
楽
町
①

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1
1
 

埼
玉
県

 
1
9
 
（
  
5
）
 

さ
い
た
ま
市
①

 
熊
谷
市
①

 
飯
能
市
①

 
加
須
市
①

 
本
庄
市
①
②

 
深
谷
市
②

 
富
士
見
市
①

 

坂
戸
市
②

 
幸
手
市
①

 
鶴
ヶ
島
市
①

 
日
高
市
①

 
嵐
山
町
②

 
小
川
町
①

 
川
島
町
①

 

吉
見
町
①

 
鳩
山
町
①
②

 
と
き
が
わ
町
①

 
上
里
町
①

 
寄
居
町
①

 
 

 
 

 

1
2
 

千
葉
県

 
7
 
（
  
1
）
 

船
橋
市
①

 
柏
市
①

 
成
田
市
①

 
佐
倉
市
①

 
習
志
野
市
①

 
印
西
市
②

 
白
井
市
①

 

1
3
 

東
京
都

 
1
 
（
  
1
）
 

葛
飾
区
①
②

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1
4
 

神
奈
川
県

 
7
 
（
  
1
）
 

平
塚
市
①

 
鎌
倉
市
①

 
茅
ヶ
崎
市
②

 
伊
勢
原
市
①

 
南
足
柄
市
①

 
綾
瀬
市
①

 
松
田
町
①

 

1
5
 

新
潟
県

 
2
 
（
  
0
）
 

燕
市
①

 
魚
沼
市
①

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1
6
 

富
山
県

 
0
 
（
  
0
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
7
 

石
川
県

 
6
 
（
  
0
）
 

金
沢
市
①

 
七
尾
市
①

 
小
松
市
①

 
羽
咋
市
①

 
か
ほ
く
市
①

 
津
幡
町
①

 
 

 

1
8
 

福
井
県

 
0
 
（
  
0
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
9
 

山
梨
県

 
0
 
（
  
0
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2
0
 

長
野
県

 
4
 
（
  
2
）
 

松
本
市
①
②

 
上
田
市
①
②

 
須
坂
市
①

 
佐
久
市
①

 
 

 
 

 
 

 

2
1
 

岐
阜
県

 
4
 
（
  
1
）
 

岐
阜
市
①

 
大
垣
市
①

 
瑞
浪
市
②

 
恵
那
市
①

 
 

 
 

 
 

 

2
2
 

静
岡
県

 
4
 
（
  
2
）
 

静
岡
市
①

 
伊
東
市
②

 
富
士
市
①

 
焼
津
市
①
②

 
 

 
 

 
 

 
 

2
3
 

愛
知
県

 
3
 
（
  
1
）
 

名
古
屋
市
①

 
津
島
市
②

 
東
海
市
①

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2
4
 

三
重
県

 
8
 
（
  
1
）
 

津
市
①

 
伊
勢
市
①

 
松
阪
市
①

 
桑
名
市
①

 
鈴
鹿
市
①

 
亀
山
市
①
②

 
熊
野
市
①

 

御
浜
町
①

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

150

SASADA NORIAKI
テキスト ボックス
資料２４



N
O

 
都
道
府
県

 
実
施

 
市
区
町
村
数

 
（
う
ち
②
実
施
数
）
 

市
区
町
村

 

2
5
 

滋
賀
県

 
8
 
（
  
3
）
 

守
山
市
①

 
栗
東
市
②

 
野
洲
市
①
②

 
湖
南
市
①
②

 
高
島
市
①

 
東
近
江
市
①

 
日
野
町
①

 

竜
王
町
①

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2
6
 

京
都
府

 
0
 
（
  
0
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2
7
 

大
阪
府

 
4
 
（
  
1
）
 

堺
市
①

 
豊
中
市
①

 
枚
方
市
①

 
熊
取
町
①
②

 
 

 
 

 
 

 

2
8
 

兵
庫
県

 
4
 
（
  
1
）
 

神
戸
市
②

 
宝
塚
市
①

 
川
西
市
①

 
加
西
市
①

 
 

 
 

 
 

 

2
9
 

奈
良
県

 
4
 
（
  
0
）
 

奈
良
市
①

 
天
理
市
①

 
橿
原
市
①

 
生
駒
市
①

 
 

 
 

 
 

 

3
0
 

和
歌
山
県

 
5
 
（
  
3
）
 

橋
本
市
①

 
湯
浅
町
①

 
広
川
町
②

 
串
本
町
②

 
有
田
川
町
②

 
 

 
 

 

3
1
 

鳥
取
県

 
0
 
（
  
0
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3
2
 

島
根
県

 
1
 
（
  
0
）
 

大
田
市
①

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3
3
 

岡
山
県

 
2
 
（
  
0
）
 

岡
山
市
①

 
倉
敷
市
①

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3
4
 

広
島
県

 
1
 
（
  
0
）
 

東
広
島
市
①

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3
5
 

山
口
県

 
0
 
（
  
0
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3
6
 

徳
島
県

 
3
 
（
  
0
）
 

小
松
島
市
①

 
吉
野
川
市
①

 
石
井
町
①

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3
7
 

香
川
県

 
1
 
（
  
0
）
 

高
松
市
①

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3
8
 

愛
媛
県

 
0
 
（
  
0
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3
9
 

高
知
県

 
0
 
（
  
0
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4
0
 

福
岡
県

 
5
 
（
  
0
）
 

久
留
米
市
①

 
柳
川
市
①

 
み
や
ま
市
①

 
鞍
手
町
①

 
糸
田
町
①

 
 

 
 

 

4
1
 

佐
賀
県

 
1
 
（
  
0
）
 

小
城
市
①

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

4
2
 

長
崎
県

 
9
 
（
  
0
）
 

長
崎
市
①

 
佐
世
保
市
①

 
諫
早
市
①

 
大
村
市
①

 
西
海
市
①

 
長
与
町
①

 
時
津
町
①

 

東
彼
杵
町
①

 
川
棚
町
①

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

4
3
 

熊
本
県

 
1
1
 
（
  
2
）
 

八
代
市
①
②

 
水
俣
市
①

 
玉
名
市
①

 
菊
池
市
①
②

 
阿
蘇
市
①

 
天
草
市
①

 
合
志
市
①

 

菊
陽
町
①

 
嘉
島
町
①

 
山
郁
町
①

 
湯
前
町
①

 
 

 
 

 
 

 

4
4
 

大
分
県

 
2
 
（
  
0
）
 

臼
杵
市
①

 
由
布
市
①

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

4
5
 

宮
崎
県

 
4
 
（
  
0
）
 

都
城
市
①

 
延
岡
市
①

 
高
鍋
町
①

 
高
千
穂
町
①

 
 

 
 

 
 

 

4
6
 

鹿
児
島
県

 
7
 
（
  
1
）
 

指
宿
市
①

 
薩
摩
川
内
市
①
②

 
霧
島
市
①

 
い
ち
き
串
木
野
市
①

 
南
大
隅
町
①

 
肝
付
町
①

 
長
島
町
①

 

4
7
 

沖
縄
県

 
1
5
 
（
  
3
）
 

那
覇
市
①
②

 
宜
野
湾
市
①

 
浦
添
市
①

 
名
護
市
①

 
糸
満
市
①

 
沖
縄
市
①

 
豊
見
城
市
①

 

う
る
ま
市
①
②

 
宮
古
島
市
①

 
南
城
市
①

 
本
部
町
①

 
北
谷
町
①

 
北
中
城
村
①

 
西
原
町
①

 

南
風
原
町
①
②

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

合
計

 
1
9
8
 
（
 4

7
）
 

 
（
参
考
：
①
実
施
市
区
町
村
数

 
1
7
4
）
 

平
成
２
７
年
度

 放
課
後
児
童
支
援
員
等
処
遇
改
善
等
事
業
の
実
施
状
況
②

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付
金
事
前
協
議
ベ
ー
ス
）

 

（※
）①

は
、
非
常
勤
を
含
む
職
員
の
賃
金
改
善
に
必
要
な
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
事
業
を
実
施
し
て
い
る
市
町
村

 
 

 
 
②
は
、
常
勤
職
員
を
配
置
す
る
た
め
の
追
加
費
用
（賃

金
改
善
に
必
要
な
費
用
を
含
む
）の

一
部
を
補
助
す
る
事
業
を
実
施
し
て
い
る
市
町
村
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不
妊
に
悩
む
方
へ
の
特
定
治
療
支
援
事
業
の
改
善

 

○
不

妊
治

療
へ

の
助

成
拡

大
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【

平
成

28
年

度
予
算

案
：

15
7.
7億

円
】
（

平
成

27
年

度
予
算

13
0.
3億

円
）
 

⇒
 

初
回
治

療
の
助
成

額
の

増
額

と
男
性
不
妊

治
療
の

助
成
を
拡

大
す

る
。

 
①

 
 

 
 
 

※
体

外
受

精
１
回

あ
た

り
、
30
万
～
40
万
円
の
費
用
が
か
か
る
。

 

②
 

不
妊

の
原

因
が
男

性
に

あ
る

場
合
に
精

子
回

収
を

目
的
と
し

て
行

わ
れ

る
手
術
療

法
で

あ
る

「
Ｔ
Ｅ
Ｓ

Ｅ
」

等
を

実
施
し
た

場
合

に
、

 

 
15
万

円
を

限
度
に
上

乗
せ

し
て

助
成
（
治

療
費

の
約

50
％

を
カ

バ
ー

）
  
  
 
  
 
  

※
 精

子
回
収
を
目
的
と
し
た
手
術
療
法
と
し
て
は

TE
SE

が
主
流
。
中
で
も
、
手
術
用
顕
微
鏡
を
用
い
て
精
巣
内
よ
り
精
子
を
回
収
す
る
方
法

 

（
mi
cr
od
is
se
ct
io
n
-T
ES
E）

は
、
1回

当
た
り
30
万
～

50
万
円
の
費
用
が
か
か
る
。
無
精
子
症
に
対
し
て
も
６
割
程
度
の
精
子
回
収
率
が
期
待
さ
れ
、

 
 
 

有
効
な
治
療
法
。

 

治
療

内
容
 

排
卵
誘

発
 

・
 排

卵
周

期
を

確
認
す

る
た

め
の

超
音
波
検

査
、

薬
剤

の
投
与
。

 

採
 

 
卵
 

・
 採

卵
、

麻
酔

、
培
養

（
培

養
液

に
つ
け
て

管
理

す
る

こ
と
）
、

薬
剤

投
与

。
 

採
 

 
精
 

・
 採

っ
た

精
子

を
調
整

（
運

動
良

好
精
子
を

回
収

す
る

）
。
 

受
 

 
精
 

・
 受

精
、

培
養

（
細
胞

分
裂

の
進

行
具
合
の

確
認

、
所

要
２
～
５

日
）

。
 

胚
 移

 植
 

・
 胚

移
植

、
移

植
後
の

ホ
ル

モ
ン

補
充
の
た

め
の

薬
品

投
与
。
 

⇒
 
男

性
に

対
す

る
治
療

が
必
要

な
場
合

 
 ・

 手
術

用
顕
微

鏡
を
用

い
て
精

巣
内
よ

り
精
子

を
回
収

（
TE

SE
）

※
 

（
※
）
＋

30
万
～
50
万
円
 

合
計

：
30
万

～
40
万
円

 
⇒

 
Ｔ

Ｅ
Ｓ
Ｅ
実

施
の

場
合

（
※
）
 

合
計

：
60
万

～
90
万

円
 

現
行

：
最
大

15
万

円
を
助

成
（
治

療
費
の
約

50
％

）
 

①
初

回
治
療

の
場
合
助
成

額
を
最

大
30
万
円

に
増

額
（

治
療
費

の
約

10
0％

）
 

②
Ｔ

Ｅ
Ｓ
Ｅ

等
を
実
施

し
た

場
合

15
万

円
を

限
度
に
上
乗
せ
し
て
助
成

 

【
体
外
受
精
の
流
れ
】 

出
産

に
至
る
割

合
が
多

い
初

回
治

療
の
助
成

額
を

最
大

15
万

円
 ⇒

 最
大

30
万

円
に

増
額

(治
療

費
の
約

50
％

⇒
約

10
0％

を
カ

バ
ー
) 
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情
報
の
共
有

 

○
 
現
状
様
々
な
機
関
が
個
々
に
行
っ
て
い
る
妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
ま
で
の
支
援
に
つ
い
て
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
拠
点
（
子
育
て
世
代
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
）を
立
ち
上
げ
、
切
れ
目
の
な
い
支
援
を
実
施
。

 

○
 
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
拠
点
に
は
、
保
健
師
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
等
を
配
置
し
て
き
め
細
や
か
な
支
援
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
地
域
に
お
け
る
子
育
て
世
帯

の
「
安
心
感
」
を
醸
成
す
る
。

 
○

 
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
法
定
化
し
、
お
お
む
ね
平
成

32
年
度
末
ま
で
に
全
国
展
開
を
目
指
す
。

 

 
 
➢

 
平
成
２
７
年
度
実
施
市
町
村
数
（予
定
）：
１
５
０
市
町
村

 
 ➢

 
平
成
２
８
年
度
実
施
市
町
村
数
（
予
定
）：
２
５
１
市
町
村
（
４
２
３
か
所
） 

 

子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

 

保
健
師

 
ソ
ー
シ
ャ
ル

 
ワ
ー
カ
ー

 
助
産
師

 

医
療
機
関

 
（
産
科
医
等
）

 

保
健
所

 
児
童
相
談
所

 

民
間
機
関

 
連
携
・
委
託

 

子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
法
定
化
・全
国
展
開

 

利
用
者
支
援

 
実
施
施
設

 

妊
娠
前

 
妊
娠
期

 
出
産

 
産
後

 
育
児

 

産
後
ケ
ア
事
業
（心
身
の
ケ
ア
や
育
児
サ
ポ
ー
ト
等
）

 
妊
婦
健
診

 
乳
児
家
庭

全
戸
訪
問

事
業

 

子
育
て
支
援
策

 
 
・保
育
所

 
 
・地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業

 
 
・里
親

 
・乳
児
院

 
 
・そ
の
他
子
育
て
支
援
策

 
両
親
学
級
等

 

妊
娠
に
関
す
る
普

及
啓
発

 

不
妊
相
談

 

産
前
・
産
後
サ
ポ
ー
ト
事
業
（子
育
て
経
験
者
等
の
「相
談
し
や
す
い
話
し
相
手
」等
に
よ
る
相
談
支
援
）

 

定
期
健
診

 
予
防
接
種

 
養
子
縁
組

 

子
育
て
支
援
機
関

 

地
域
ご
と
の
工
夫
を
こ
ら
し
て
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
立
ち
上
げ
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

が
、
各
機
関
と
の
連
携
・情
報
の
共
有
を
図
り
、
妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
総
合
的
相
談
や

支
援
を
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
行
う
と
と
も
に
、
全
て
の
妊
産
婦
の
状
況
を
継
続
的
に
把
握
し
、
要
支
援
者

に
は
支
援
プ
ラ
ン
を
作
成

 

地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、

 

産
前
・産
後
サ
ポ
ー
ト
事
業
、
産
後

ケ
ア
事
業
等
を
実
施

 
 

妊
産
婦
等
を
支
え
る

 

地
域
の
包
括
支
援
体
制
の

構
築
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妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
ま
で
の
様
々
な
ニ
ー
ズ
に
対
し
て
、
切
れ
目
な
く
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
総
合
的
相
談
支
援
を
提
供
す
る
「
子
育
て
世

代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」
の
全
国
展
開
に
向
け
、
箇
所
数
を
増
加
す
る
と
と
も
に
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
「
産
前
・
産
後
サ
ポ
ー
ト
事
業
」
、
「
産
後

ケ
ア
事
業
」
を
実
施
す
る
。

 
 
※
「
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」
の
う
ち
利
用
者
支
援
事
業
に
つ
い
て
は
、
内
閣
府
予
算
に
計
上

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
【2

7年
度
予
算
】 

 
 

 
  

  
 
【
28
年
度
予
算
（案
）】

 
 
（１
）子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
利
用
者
支
援
事
業
（母
子
保
健
型
）
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
１
５
０
市
町
村

 
 

 
 
→

 
 

 
２
５
１
市
町
村
（４
２
３
か
所
）
 

  
  

  
 

 
（２
）産
前
・
産
後
サ
ポ
ー
ト
事
業
及
び
産
後
ケ
ア
事
業

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
８
０
市
町
村

 
 

  
 
→

 
 

 
１
６
０
市
町
村

 

妊
娠
・
出
産
包
括
支
援
事
業
の
展
開

 

事
業
概
要

 

予
算
（
案
）
要
旨

 

予
算
（
案
）
内
容

 

妊
娠
前

 
妊
娠
期

 
出
産

 
産
後

 
育
児

 

産
後
ケ
ア
事
業

 

産
婦
の
心
身
の
不
調
や
産
後
う
つ
等
を
防
ぐ
た
め
、
母
子
へ
の
心
身
の
ケ
ア
や

育
児
サ
ポ
ー
ト
等
を
行
う
。

 

妊
婦
健
診

 
乳 児 家 庭 全

戸 訪 問 事 業  

子
育
て
支
援
策

 
 
・
保
育
所

 
 
・
里
親

 
 
・
乳
児
院

 
 
・
そ
の
他
子
育
て
支
援
策

 

両
親
学
級
等

 

妊
娠
に
関
す
る

 
普
及
啓
発

 

不
妊
相
談

 

産
前
・
産
後
サ
ポ
ー
ト
事
業

 
 

助
産
師
等
の
専
門
家
や
、
シ
ニ
ア
世
代
が
話
し
相
手
と
な
る
相
談
支
援
に
よ
り
、
妊
産
婦
の
孤
立
感
の
解
消
を
図
る
。

 

定
期
健
診

 
予
防
接
種

 
養
子
縁
組

 

 
 
 

【
妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
ま
で
の
切
れ
目
な
い
支
援
の
実
施
】
 

 
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

 

○
 
妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
ま
で
の
総
合
的
相
談
支
援
の
実
施

 
○

 
保
健
師
等
の
専
門
職
が
全
て
の
妊
産
婦
等
の
状
況
を
継
続
的
に
把
握
し
、
必
要
に
応
じ
て
関
係
機
関
と
協
力
し
て
支
援
プ
ラ
ン
を
策
定

 
 

 

平
成
２
８
年
度
予
算
（案
）：
２
４
億
円

 
（
平
成
２
７
年
度
予
算
：１
７
億
円
） 
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入
院
児
童
等
家
族
宿
泊
施
設
整
備
事
業

 

【
要
求
主
旨
】

 
 

 
小
児
が
ん
な
ど
の
治
療
を
行
う
医
療
機
関
は
、
首
都
圏
な
ど
大
都
市
に
集
中
し
て
お
り
、
こ

 
 

 
う
し
た
医
療
機
関
に
は
、
遠
隔
地
か
ら
多
数
の
子
ど
も
が
受
診
に
来
て
お
り
、
こ
の
た
め
付
添

 
 
家
族
は
長
期
間
の
滞
在
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。

 
 

 
家
族
の
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
と
と
も
に
、
入
院
児
童
等
の
情
緒
不
安
を
解
消
す
る
た
め
、

 
 
家
族
が
宿
泊
し
、
子
ど
も
と
の
ふ
れ
あ
い
が
で
き
る
部
屋
を
医
療
機
関
等
に
整
備
す
る
。

 

【
事
業
内
容
】

 
  
＜
補
助
対
象
＞

 
 

 
 
都
道
府
県
等
が
行
う
入
院
児
童
等
家
族
宿
泊
施
設
の
施
設
整
備
事
業

 
  
＜
補
助
か
所
数
＞

 
 

 
２
０
か
所

 
  
＜
補
助
額
＞

 
 

 
１
か
所
当
た
り

 
標
準
的
規
模
（
５
室
２
０
０
㎡
）
の
場
合

 
5
1
,2

0
0
千
円

 
  
＜
補
助
率
＞

 
３
／
４
（
国

3
/4
、
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
市

1
/1

2
、
設
置
者

2
/1

2
）

 
 

【
２
７
年
度
補
正
予
算
案
：
７
．
７
億
円

】
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す
べ
て
の
子
ど
も
の
安
心
と
希
望
の
実
現
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

 
○
経
済
的
に
厳
し
い
状
況
に
置
か
れ
た
ひ
と
り
親
家
庭
や
多
子
世
帯
が
増
加
傾
向
に
あ
り
、
自
立
支
援
の
充
実
が
課
題
。

 
○
児
童
虐
待
の
相
談
対
応
件
数
は
増
加
の
一
途
。
複
雑
・
困
難
な
ケ
ー
ス
も
増
加
。

 

８
月
２
８
日

 
ひ
と
り
親
家
庭
・
多
子
世
帯
等
自
立
支
援
策
及
び
児
童
虐
待
防
止
対
策
の
「
施
策
の
方
向
性
」
を
と
り
ま
と
め

 
→
年
末
を
目
途
に
財
源
確
保
も
含
め
た
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
策
定

 

○
就
業
に
よ
る
自
立
に
向
け
た
支
援
を
基
本
に
し
つ
つ
、
子

育
て
・
生
活
支
援
、
学
習
支
援
な
ど
の
総
合
的
な
取
組
を

充
実

 

○
具
体
的
に
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
が
孤
立
せ
ず
支
援
に
つ
な

が
る
仕
組
み
を
整
え
つ
つ
、
生
活
、
学
び
、
仕
事
、
住
ま

い
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
ひ
と
り
親
家
庭
を
社
会
全
体

で
応
援
す
る
仕
組
み
を
構
築

 

【
主
な
内
容
】

 
 
◇
自
治
体
の
窓
口
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
化
の
推
進

 
 
◇
子
ど
も
の
居
場
所
づ
く
り
や
学
習
支
援
の
充
実

 
 
◇
親
の
資
格
取
得
の
支
援
の
充
実

 
 
◇
児
童
扶
養
手
当
の
機
能
の
充
実

 
な
ど

 

Ⅰ
 
ひ
と
り
親
家
庭
・
多
子
世
帯
等
自
立
応
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

 
 ○
児
童
虐
待
に
つ
い
て
、
発
生
予
防
か
ら
発
生
時
の
迅

速
・
的
確
な
対
応
、
自
立
支
援
ま
で
、
一
連
の
対
策
を

更
に
強
化
。

 

【
主
な
内
容
】

 
 
◇
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
全
国
展
開

 
 
◇
児
童
相
談
所
体
制
強
化
プ
ラ
ン
（
仮
称
）
の
策
定

 
 
◇
里
親
委
託
等
の
家
庭
的
養
護
の
推
進

 
 
◇
退
所
児
童
等
の
ア
フ
タ
ー
ケ
ア

 
な
ど

 

 

Ⅱ
 
児
童
虐
待
防
止
対
策
強
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

 

す
べ
て
の
子
ど
も
の
安
心
と
希
望
の
実
現
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

 

 
施
策
を
着
実
に
実
施
す
る
と
と
も
に
、
平
成
２
８
年
通
常
国
会
に
児
童
扶
養
手
当
法
改
正
案
及
び
児
童
福
祉
法
等
改
正
法
案
の
提
出
を

目
指
す
。

 
※
施
策
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
官
・
民
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
構
築
し
民
間
の
創
意
工
夫
を
積
極
的
に
活
用
。

 
※
行
政
が
未
だ
実
施
し
て
い
な
い
事
業
を
民
間
投
資
に
よ
っ
て
行
い
、
行
政
が
そ
の
成
果
に
対
す
る
対
価
を
支
払
う
と
い
っ
た
手
法
等
の
先
駆
的
な
取
組
も
幅
広
く
参
考
。
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